
広報とうおん  2.1.2005

　
1
月
9
日
（日）
、
中
央
公
民
館
2
階
大

ホ
ー
ル
で
東
温
市
と
し
て
初
め
て
と
な

る
平
成
17
年
東
温
市
成
人
式
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。�

　
今
年
、
成
人
式
を
迎
え
た
の
は
、
昭

和
59
年
4
月
2
日
か
ら
昭
和
60
年
4
月

1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
対
象
者

5
4
3
名
の
う
ち
、
式
に
は
新
成
人
の

仲
間
入
り
を
し
た
男
性
1
9
2
名
、
女

性
1
7
3
名
の
計
3
6
5
名
の
若
者
が

参
加
し
ま
し
た
。�

　
重
信
地
区
、
川
内
地
区
の
合
同
で
開

催
さ
れ
た
東
温
市
成
人
式
の
受
付
は
午

前
9
時
50
分
か
ら
始
ま
り
、
式
典
の
前

に
は
新
成
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
式
の

企
画
や
運
営
に
あ
た
る
運
営
委
員
会
の

皆
さ
ん
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
式
典
で
は
、
国
家
斉
唱
の
あ
と
　
須

賀
市
長
が
『
夢
や
希
望
は
簡
単
に
達
成

で
き
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
に
は
若
さ
と

情
熱
が
あ
り
ま
す
。
常
に
前
進
し
希
望

を
も
っ
て
、
自
ら
の
人
生
を
切
り
拓
い

て
い
こ
う
と
い
う
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
」

を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
、
21
世
紀
の
わ

が
国
を
明
る
く
す
る
原
動
力
と
な
る
よ

う
願
っ
て
い
ま
す
。』
と
祝
福
と
激
励
の

式
辞
を
贈
り
、
新
成
人
代
表
の
石
丸
博

基
、
近
藤
豊
さ
ん
に
記
念
品
を
贈
呈
し

て
、
新
成
人
の
前
途
を
祝
い
ま
し
た
。�

　
そ
の
後
、
来
賓
祝
辞
、
来
賓
の
紹
介
、

祝
電
披
露
な
ど
が
行
わ
れ
、
新
成
人
代

表
の
葛
原
桂
、
上
田
恵
さ
ん
の
意
見
発

表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
意
見
発
表
で
は
、
壇
上
か
ら
葛
原
桂

さ
ん
が
会
場
へ
降
り
、
い
ろ
い
ろ
な
人

の
夢
や
希
望
を
聞
い
て
回
り
ま
し
た
。

中
に
は
、
市
長
や
市
議
会
議
員
も
飛
び

入
り
し
て
会
場
を
沸
か
せ
る
一
幕
も
…
。�

　
意
見
発
表
の
あ
と
は
、
成
人
代
表
の

河
野
陽
一
さ
ん
が
謝
辞
を
述
べ
、
式
典

は
終
了
し
ま
し
た
。�

そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
を
胸
に
…�
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
を
胸
に
…�
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そ
の
後
、
会
場
内
で
一
生
の
思
い
出

と
な
る
記
念
撮
影
が
4
回
に
分
け
て
行

わ
れ
ま
し
た
。�

　
運
営
委
員
会
主
催
に
よ
る
恩
師
を
囲

ん
で
の
茶
話
会
は
、
重
信
地
区
と
川
内

地
区
に
別
れ
て
開
か
れ
、
久
し
ぶ
り
の

再
会
を
喜
び
あ
う
姿
が
、
多
く
見
ら
れ

ま
し
た
。�

　
新
市
の
誕
生
と
と
も
に
新
成
人
に
な

ら
れ
た
皆
さ
ん
に
は
、
新
し
い
故
郷
へ

の
思
い
を
胸
に
希
望
に
満
ち
た
社
会
へ

の
一
歩
を
力
強
く
踏
み
出
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。�

�

謝
　
　
辞�

　
本
日
は
、
私
た
ち
の
た
め
に
、
こ
の

よ
う
な
盛
大
な
式
典
を
開
い
て
い
た
だ

き
ま
し
て
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
多
く
の
方
々
に
ご
臨
席
い
た
だ
き
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。�

　
今
日
、
私
た
ち
新
成
人
の
門
出
に
あ

た
り
、
両
親
や
先
生
方
、
地
域
の
方
々

の
恩
恵
を
語
ら
ず
し
て
は
な
か
っ
た
も

の
と
、
今
一
度
心
に
感
じ
て
い
る
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。�

　
私
た
ち
の
住
む
こ
の
市
は
、
新
生
「
東

温
市
」
と
な
り
、
私
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
第
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
の
２０
年
間
、
多
く
の
人
と
の
出
会

い
が
あ
り
、
そ
の
中
で
培
っ
て
き
た
友

情
は
、
一
生
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
成
人
式
に
参
加
し

た
私
た
ち
も
、
お
互
い
の
こ
と
を
見
知

ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
こ

の
一
生
の
う
え
で
ま
た
、
か
け
が
え
の

な
い
新
た
な
友
情
を
交
わ
す
こ
と
が
出

来
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

　
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
こ
の
社
会
で
生

活
し
て
い
く
う
え
で
、
夢
や
希
望
、
大

き
な
理
想
を
か
か
げ
て
進
ん
で
い
く
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
の
道
で
立
ち
は
だ
か

る
大
き
な
壁
は
、
誰
の
前
に
も
現
れ
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
必
死

に
な
ろ
う
と
、
そ
の
ま
ま
の
自
分
自
身

で
は
乗
り
越
え
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
必
要
な
の

は
、
明
日
よ
り
先
を
み
す
え
る
広
い
心

と
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
曲
げ
な

い
強
い
信
念
、
そ
し
て
か
け
が
え
の
な

い
仲
間
た
ち
で
す
。
ひ
と
一
人
で
出
来

る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

時
、
同
じ
志
を
持
っ
た
友
人
た
ち
と
共

に
一
歩
一
歩
を
踏
ん
で
い
け
ば
、
少
し

ず
つ
で
は
あ
っ
て
も
確
実
に
困
難
を
乗

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い

ま
す
。
再
び
困
難
が
立
ち
は
だ
か
っ
て

も
、
そ
の
同
じ
高
さ
の
壁
は
、
た
だ
の

小
さ
な
段
差
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。�

　
以
上
、
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
感
謝
の
言
葉
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
後
に
、
本
日

は
私
た
ち
の
た
め
に
お
集
ま
り
い
た
だ

き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。�

�

平
成
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七
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日�

�
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一�
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○
成
人
式
は
、
ほ
ん
の
り
と
よ

か
っ
た
。
感
動
し
た
！
で
も
、

二
次
会
の
飲
み
会
で
つ
ぶ
れ
て

し
ま
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
気
合
入
れ
て

が
ん
ば
る
ぞ
ー
。�

�

○
今
日
の
成
人
式
は
、
み
ん
な

が
協
力
し
合
っ
て
、
仲
良
く
で

き
た
と
思
う
。
長
所
を
言
う
と
、

成
人
式
と
い
う
も
の
を
自
分
た

ち
に
任
せ
て
も
ら
い
、
同
級
生

み
ん
な
で
、
出
来
上
が
っ
た
最

高
の
式
で
し
た
。�

　
最
後
ま
で
、
一
緒
に
が
ん
ば

っ
て
く
れ
た
中
央
公
民
館
の
人
々
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

�

○
い
い
想
い
出
が
で
き
た
！�

�

○
と
り
あ
え
ず
無
事
に
式
が
終
わ
っ
て

よ
か
っ
た
。�

　
最
初
の
集
ま
り
の
人
数
か
ら
考
え
る

と
、
何
事
も
な
く
終
わ
っ
て
本
当
に
よ

か
っ
た
と
思
う
。
思
っ
た
よ
り
茶
話
会

に
出
て
る
人
が
多
く
て
驚
い
た
が
、
み

ん
な
楽
し
そ
う
に
し
て
い
て
う
れ
し
か

っ
た
。
記
念
写
真
が
早
く
終
わ
っ
て
よ

か
っ
た
。
み
ん
な
の
勧
誘
の
お
か
げ
だ

と
思
う
。
携
帯
が
2
度
鳴
っ
た
の
が
ち

ょ
っ
と
残
念
。�

�

○
準
備
は
い
ろ
い
ろ
大
変
で
し
た
が
、

本
番
は
成
功
し
て
よ
か
っ
た
で
す
。�

　
今
回
は
、
初
め
て
の
東
温
市
の
成
人

式
で
し
た
が
、
重
信
と
川
内
の
交
流
も

で
き
て
よ
か
っ
た
。�

�

○
茶
話
会
で
な
に
を
す
る
か
な
ど
が
な

か
な
か
決
ま
ら
ず
に
、
大
丈
夫
か
な
あ

と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
け
ど
、
意
外
に

み
ん
な
が
し
っ
か
り
と
話
し
合
い
す
る

よ
う
に
な
っ
て
、
少
し
ず
つ
全
員
が
ま

と
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。�

　
重
信
と
川
内
が
一
緒
に
す
る
の
は
初

め
て
だ
っ
た
け
ど
、
意
外
に
盛
り
上
が

っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
運
営
委
員
の
み

ん
な
と
仲
良
く
な
れ
ま
し
た
。�

運
営
委
員
の
皆
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
！�
運
営
委
員
の
皆
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
！�

成
人
式
あ
れ
こ
れ�

運営委員によるプレゼンテーション�

記念品贈呈�

新成人謝辞�

松本尚志松本尚志 二十歳展二十歳展�

意見発表�

松本尚志 二十歳展�

運営委員によるプレゼンテーション運営委員によるプレゼンテーション�

記念品贈呈�

新成人謝辞�

松本尚志 二十歳展�

意見発表�

運営委員によるプレゼンテーション�



広報とうおん  2.1.2005

○
祝
・
成
人
式
　
成
功
！
す
べ
て
に
お

い
て
よ
か
っ
た
。
写
真
撮
影
も
ス
ム
ー

ズ
に
進
ん
だ
気
が
す
る
。�

　
運
営
委
員
会
の
話
し
合
い
の
時
間
を

も
う
少
し
増
や
す

よ
う
に
し
た
ら
も

っ
と
よ
か
っ
た
と

思
う
。�

�

○
成
功
！
最
高
！

も
う
一
回
や
り
た

い
。�

�

○
今
日
の
成
人
式

は
、
と
て
も
う
ま

く
い
っ
た
と
思
い

ま
す
。
久
し
ぶ
り

に
会
っ
た
友
人
も

い
て
、
来
て
よ
か
っ
た
。
今
年
の
目
標

は
、
素
晴
ら
し
く
納
得
の
い
く
生
活
を

す
る
こ
と
で
す
。�

�

○
め
っ
ち
ゃ
よ

か
っ
た
。
み
ん

な
本
番
に
な
っ

て
や
る
気
を
出

し
て
や
っ
て
く

れ
た
し
、
意
見

発
表
は
最
高
。

　
こ
の
メ
ン
バ

ー
で
成
人
式
を

や
れ
て
本
当
よ

か
っ
た
。み
ん
な

あ
り
が
と
う
。�

����

●
成
人
式
に
見
る
時
代
の
流
行
●�

　
昭
和
23
年
、
国
民
の
祝
日
と
し
て
成

人
の
日
が
決
め
ら
れ
、
全
国
的
に
成
人

式
が
開
か
れ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
20
歳

で
も
時
代
に
よ
っ
て
、服
装
や
髪
型
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。 �

　
ま
ず
、
男
性
は
10
数
年
前
に
よ
く
見

ら
れ
た
髪
型
「
リ
ー
ゼ
ン
ト
」
は
姿
を

消
し
、
最
近
は
長
髪
や
茶
髪
な
ど
が
目

立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ス
ー
ツ
も

三
つ
ボ
タ
ン
に
色
付
き
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ

が
主
流
と
な
り
、
羽
織
姿
の
人
も
多
く

見
ら
れ
ま
し
た
。�

�������

　
女
性
は
、
華
や
か
な
髪
飾
り
と
大
き

め
の
付
け
毛
が
人
目
を
引
き
ま
し
た
。

服
装
は
、
9
割
方
が
着
物
と
い
う
状
況

は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
着
物
は
鮮

や
か
な
色
が
目
立
ち
、
帯
は
高
い
位
置

で
後
ろ
を
結
ぶ
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま

し
た
。�

　
洋
装
は
、
ド
レ
ス
の
よ
う
な
派
手
な

も
の
は
な
く
、
シ
ッ
ク
な
色
の
落
ち
着

い
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。�

新成人の皆さんが生れた…
20 年 前 の 主 な 出 来 事��
事　　件�
●ロサンゼルスオリンピック�
●ロス疑惑　�
●グリコ・森永事件�
●投資ジャーナル摘発　�
●植村直己、世界初の北米マッキ
ンリー冬季単独登頂、下山途中
に行方不明�

●日銀、新一万円札（福沢諭吉）
新五千円札（新渡戸稲造）新千
円札（夏目漱石）を発行��

ヒット曲�
●安全地帯�
　｢ワインレッドの心｣ �
●尾崎豊�
　｢17歳の地図｣�
●五木ひろし�
　｢長良川艶歌｣�
●フィル・コリンズ�
　｢イージーラバー｣�
�

成
人
式
あ
れ
こ
れ

成
人
式
あ
れ
こ
れ�

成
人
式
あ
れ
こ
れ�

運営委員によるプレゼンテーション�

記念品贈呈�

新成人謝辞�

松本尚志 二十歳展�

意見発表意見発表�意見発表�



旧川内町の水道をお使いの方　　　・・・　変更点　①・④・⑤�
旧川内町の下水道をお使いの方　　・・・　　〃　　②・④�
旧重信町の集落排水をお使いの方　・・・　　〃　　③・④�
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　旧川内町の水道･下水道使用料及び旧重信町の集落排水使用料につきましては、平成16年9月の
東温市発足後も旧両町の料金表を適用し賦課・徴収を行ってまいりましたが、平成17年４月から、料
金体系、徴収方法及び検針について、以下のとおり改正を行います。ご利用の皆様のご理解とご協力
をお願いします。�

①水道使用料が変わります。＜旧川内町の水道をお使いの方＞�
　平成17年4月より基本料金・超過料金とも下記のとおり改正します。�

②下水道使用料が変わります。＜旧川内町の下水道をお使いの方＞�
　平成17年4月請求分（平成17年2月使用分）から基本料金1ヶ月あたり700円を800円に改正
します。（超過料金に変更はありません）�

③集落排水使用料の算定方法が変わります。＜旧重信町の集落排水をお使いの方＞�
　現在の「基本料＋人員割制」から、水道の使用量に基づく「従量制」に変更します。「下水道
（集落排水）使用料金表」又は「水道・下水道使用料早見表」でご確認ください。なお､水道水
以外を使用する場合は､市が定めた認定水量とします。�

※事業を営む方で下水道（集落排水）をお使いの方�
　事業を営む方で水道の使用水量と下水道に排出する汚水の量が著しく異なる場合は、汚水量を
認定する制度があります。この制度を適用するためには様々な条件がありますので、事前にご相
談ください。�

●水道使用料金表●� 【消費税別途】�

メーターの
口 径 �

従 量 料 金 （ １ か 月 ）�

13ｍｍ�

20ｍｍ�

25ｍｍ�

30ｍｍ�

40ｍｍ�

50ｍｍ�

75ｍｍ�

250円�

350円�

500円�

700円�

1,000円�

2,000円�

3,000円�

50円�

80円�

100円�

130円�

150円�

220円�

150円�

160円�

160円�

220円�

50円�

80円�

100円�

130円�

150円�

160円�

第 1 段 �

第 2 段 �

第 3 段 �

第 4 段 �

第 5 段 �

第 6 段 �

第 １ 段 �

第 ２ 段 �

第 3 段 �

第 1 段 �

�

１立方メートルから�
10立方メートルまでの分�
10立方メートルを超え�
20立方メートルまでの分�
20立方メートルを超え�
30立方メートルまでの分�
30立方メートルを超え�
40立方メートルまでの分�
40立方メートルを超え�
50立方メートルまでの分�

50立方メートルを超える分�

１立方メートルから�
100立方メートルまでの分�
100立方メートルを超え�
1,000立方メートルまでの分�
�
1,000立方メートルを超える分�
�
１立方メートルから�

13mmから�
20ｍｍ�

25ｍｍ以上�

基本料金�
（１ヶ月）�
�

用 　 途 �

一 般 用 �

官公署用�

臨 時 用 �

段 階 �使 用 水 量 �
１立 方メ ートル に つ き�

75ｍｍを超えるもの
は管理者が別に定め
る額�



●下水道（集落排水）使用料金表●� 【消費税別途】�

使 用 料 （ １ か 月 に つ き ）�
区 分 �

請 求 月 �H17.4月�

H17.2月分�
H17.3月分�

H17.6月�

H17.4月分�
H17.5月分�

H17.8月�

H17.6月分�
H17.7月分�

H17.10月�

H17.8月分�
H17.9月分�

H17.12月�

H17.10月分�
H17.11月分�

H18.2月�

H17.12月分�
H18. 1月分�使 用 月 �

基 本 水 量 �

10立方メートル
まで�

10立方メートルを超え20立方メートルまで�

20立方メートルを超え30立方メートルまで�

30立方メートルを超え50立方メートルまで�

50立方メートルを超え100立方メートルまで�

100立方メートルを超えるもの�

110円�

120円�

130円�

140円�

150円�

基 本 料 金 � 超　過　料　金�
（排除汚水量１立方メートルにつき）�

一般汚水� 800円�

●水道･下水道使用料早見表●� 【一般用　口径１３mm　２か月分　消費税含む】�

0�

5�

10�

15�

20�

25�

30�

35�

40�

41�

42�

43�

44�

�

水　道�
使用料�
（円）�

520�

780�

1,050�

1,310�

1,570�

1,990�

2,410�

2,830�

3,250�

3,360�

3,460�

3,570�

3,670�

�

下水道�
使用料�
（円）�

1,680�

1,680�

1,680�

1,680�

1,680�

2,250�

2,830�

3,410�

3,990�

4,110�

4,240�

4,360�

4,490�

�

合　計�
�

（円）�

2,200�

2,460�

2,730�

2,990�

3,250�

4,240�

5,240�

6,240�

7,240�

7,470�

7,700�

7,930�

8,160

45�

46�

47�

48�

49�

50�

51�

52�

53�

54�

55�

56�

57�

�

水　道�
使用料�
（円）�

3,780�

3,880�

3,990�

4,090�

4,200�

4,300�

4,410�

4,510�

4,620�

4,720�

4,830�

4,930�

5,040�

�

下水道�
使用料�
（円）�

4,620�

4,740�

4,870�

4,990�

5,120�

5,250�

5,370�

5,500�

5,620�

5,750�

5,880�

6,000�

6,130�

�

合　計�
�

（円）�

8,400�

8,620�

8,860�

9,080�

9,320�

9,550�

9,780�

10,010�

10,240�

10,470�

10,710�

10,930�

11,170

58�

59�

60�

65�

70�

75�

80�

85�

90�

95�

100�

150�

200

水　道�
使用料�
（円）�

5,140�

5,250�

5,350�

6,030�

6,720�

7,400�

8,080�

8,870�

9,660�

10,440�

11,230�

22,780�

34,330�

�

下水道�
使用料�
（円）�

6,250�

6,380�

6,510�

7,190�

7,870�

8,550�

9,240�

9,920�

10,600�

11,280�

11,970�

19,320�

26,670�

�

合　計�
�

（円）�

11,390�

11,630�

11,860�

13,220�

14,590�

15,950�

17,320�

18,790�

20,260�

21,720�

23,200�

42,100�

61,000�

�

広報と広報とうおんうおん  2.1.2005 広報とうおん  2.1.2005広報とうおん  2.1.2005

④水道使用料と下水道（集落排水）使用料をあわせて納めていただきます。�
　＜水道と下水道（集落排水）をお使いの方＞�
　平成17年4月より水道使用料と下水道（集落排水）使用料をあわせて（1枚の納付書で）偶数月に
納めていただきます。�

　なお、水道と下水道（集落排水）の使用者が違う場合や口座振替の名義人などが違う場合は、名
義を統一していただく必要があります。該当される方には、市からご案内いたしますのでご協力
をお願いします。�
　＜旧川内町の水道・下水道をお使いの方＞�
　平成17年1月分の水道使用料と下水道使用料は、平成17年3月に納めていただきます。�
⑤毎月検針を行います。＜旧川内町の水道をお使いの方＞�
　平成17年4月より毎月検針を行います。�

■使用料金に関する問い合わせ先�
　　　　　水道使用料に関することは・・・・・・・・・・・・・・・市役所水道課（Tel ９６４－４４１６）�
　　　　　下水道（集落排水）使用料に関することは・・・市役所下水道課（Tel ９６４－４４１７）�
�



　12月定例会が、12月10日から21日までの12日間の会期で開かれ、
承認案件10件、本予算等議案33件、諮問3件のほか、請願3件、意見
書案5件を議決しました。主な審議案件については、次のとおりです。�

広報とうおん  2.1.2005

２１� ２０�１９�１８� １３�１２�１１�１７�１６� １５� １４� １０�
火� 月�日�土� 月�日�土�金� 木� 水� 火� 金�
本
会
議�

休
会�

休
会�

休
会�

休
会�

休
会�

休
会�

休
会�

開
会�

市
長
招
集
あ
い
さ
つ
、

会
期
の
決
定
、
議
案
上

程
、
質
疑
等�

追
加
議
案
、
質
疑
、
一

般
質
問�

産
業
建
設
委
員
会
、
総

務
委
員
会�

文
教
委
員
会
、
厚
生
委

員
会�

委
員
長
報
告
、
質
疑
、

討
論
、
表
決
、
追
加
議

案
審
議
　
閉
会�

委
員
会�

委
員
会�

委
員
会�

　
東
温
市
議
会
第
２
回
定
例

会
と
な
る
１２
月
定
例
会
が
、�

１２
月
１０
日
か
ら
２１
日
ま
で
の

１２
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま�

し
た
。�

　
会
議
で
は
、
執
行
部
よ
り

提
出
さ
れ
た
承
認
案
件
１０
件
、

台
風
に
よ
る
災
害
復
旧
費
等

を
盛
り
込
ん
だ
平
成
１６
年
度

本
予
算
等
議
案
３３
件
、
諮
問

３
件
の
ほ
か
、
請
願
３
件
、

意
見
書
案
５
件
を
議
決
し
ま

し
た
。�

　
本
予
算
と
は
、
東
温
市
の

１６
年
度
の
当
初
予
算
で
、
合

併
に
よ
り
旧
重
信
町
・
旧
川

内
町
・
東
温
消
防
・
衛
生
事

務
組
合
の
４
団
体
そ
れ
ぞ
れ

の
予
算
を
、
９
月
２１
日
か
ら

３
月
末
ま
で
の
間
に
東
温
市

に
必
要
な
予
算
と
し
て
１
つ

に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。�

　
旧
４
団
体
の
平
成
１６
年
度

通
年
予
算
額
か
ら
、
９
月
２０

日
ま
で
に
執
行
さ
れ
た
額
を

控
除
し
た
後
の
執
行
残
額
に
、

合
併
に
伴
い
新
た
に
発
生
す

る
収
入
及
び
経
費
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。�

�

会
議
の
日
程�

　
今
議
会
で
議
決
さ
れ
た
も

の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。�

�

承
　
認
（
専
決
処
分
）�

○
松
山
衛
生
事
務
組
合
を
組
織

す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の

減
少
・
増
加
に
つ
い
て�

○
松
山
衛
生
事
務
組
合
か
ら

伊
予
郡
砥
部
町
を
脱
退
さ

せ
る
こ
と
に
伴
う
財
産
処

分
に
つ
い
て�

○
松
山
衛
生
事
務
組
合
を
組
織

す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の

増
減
等
に
伴
う
同
組
合
の
規

約
の
変
更
に
つ
い
て�

○
松
山
広
域
福
祉
施
設
事
務

組
合
を
組
織
す
る
地
方
公

共
団
体
の
数
の
減
少
・
増

加
に
係
る
専
決
処
分
に
つ

い
て�

○
松
山
広
域
福
祉
施
設
事
務

組
合
か
ら
北
条
市
、
中
島
町
、

小
田
町
、
砥
部
町
及
び
広

田
村
を
脱
退
さ
せ
る
こ
と

に
伴
う
財
産
処
分
の
専
決

処
分
に
つ
い
て�

○
松
山
広
域
福
祉
施
設
事
務
組

合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
増
減
に
伴
う
同
組

合
の
規
約
の
変
更
に
係
る
専

決
処
分
に
つ
い
て�

○
松
山
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事
務

組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共

団
体
の
数
の
減
少
及
び
同
組

合
の
規
約
の
変
更
に
係
る
専

決
処
分
に
つ
い
て�

○
中
予
広
域
水
道
企
業
団
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

の
数
の
減
少
、
同
企
業
団

が
共
同
処
理
す
る
事
務
の

変
更
及
び
同
企
業
団
規
約

の
変
更
に
係
る
専
決
処
分

に
つ
い
て�

�

可
　
　
　
決�

○
平
成
１６
年
度
東
温
市
一
般

会
計
予
算
・
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
予
算
・
老
人

保
健
特
別
会
計
予
算
・
介

護
保
険
特
別
会
計
予
算
・

ふ
る
さ
と
交
流
館
特
別
会

計
予
算
・
簡
易
水
道
特
別

会
計
予
算
・
農
業
集
落
排

水
特
別
会
計
予
算
・
公
共

下
水
道
特
別
会
計
予
算
・

水
道
事
業
会
計
予
算
に
つ

い
て�

○
愛
媛
県
市
町
村
職
員
退
職

手
当
組
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
・

増
加
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
市
町
村
職
員
退
職

手
当
組
合
か
ら
の
構
成
団

体
の
脱
退
に
伴
う
財
産
処

分
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
市
町
村
職
員
退
職

手
当
組
合
規
約
の
変
更
に

つ
い
て�

○
愛
媛
県
消
防
団
員
等
災
害

補
償
退
職
報
償
金
組
合
を

組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

東温市議会�12月定例会報告�12月定例会報告�12月定例会報告�
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の
数
の
減
少
・
増
加
に
つ

い
て�

○
愛
媛
県
消
防
団
員
等
災
害
補

償
退
職
報
償
金
組
合
か
ら
の

構
成
団
体
の
脱
退
に
伴
う
財

産
処
分
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
消
防
団
員
等
災
害

補
償
退
職
報
償
金
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
市
町
村
交
通
災
害

共
済
組
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
・

増
加
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
市
町
村
交
通
災
害

共
済
組
合
か
ら
の
構
成
団

体
の
脱
退
に
伴
う
財
産
処

分
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
市
町
村
交
通
災
害

共
済
組
合
規
約
の
変
更
に

つ
い
て�

○
愛
媛
県
町
村
議
会
議
員
公

務
災
害
補
償
等
組
合
を
組

織
す
る
地
方
公
共
団
体
の

数
の
減
少
・
増
加
に
つ
い

て�

○
愛
媛
県
町
村
議
会
議
員
公

務
災
害
補
償
等
組
合
か
ら

の
構
成
団
体
の
脱
退
に
伴

う
財
産
処
分
に
つ
い
て�

○
愛
媛
県
町
村
議
会
議
員
公

務
災
害
補
償
等
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て�

○
松
山
地
区
広
域
市
町
村
圏

協
議
会
を
組
織
す
る
地
方

公
共
団
体
の
数
の
減
少
・

増
加
に
つ
い
て�

○
松
山
地
区
広
域
市
町
村
圏

協
議
会
を
組
織
す
る
地
方

公
共
団
体
の
数
の
増
減
に

伴
う
同
協
議
会
規
約
の
変

更
に
つ
い
て�

○
温
泉
郡
・
東
温
市
・
北
条

市
及
び
松
山
市
共
有
地
管

理
組
合
の
解
散
に
つ
い
て�

○
温
泉
郡
・
東
温
市
・
北
条

市
及
び
松
山
市
共
有
地
管

理
組
合
の
解
散
に
伴
う
財

産
処
分
に
つ
い
て�

○
東
温
市
監
査
委
員
事
務
局
設

置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て�

○
東
温
市
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て�

○
東
温
市
営
土
地
改
良
事
業
（
樋

口
地
区
）
の
施
行
に
つ
い
て�

�

同
　
意
（
人
事
案
件
）�

　
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
に
、

井
秀
和
氏
・
橘
茂
喜
氏
・

田
中
梨
惠
子
氏
の
推
薦
に
同

意
し
ま
し
た
。�

�

請
　
　
　
願�

　
郵
政
事
業
民
営
化
反
対
を

求
め
る
請
願
に
つ
い
て
、
Ｗ

Ｔ
Ｏ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
関
す

る
請
願
に
つ
い
て
、
新
た
な

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計

画
の
策
定
に
関
す
る
請
願
に

つ
い
て
採
択
し
ま
し
た
。�

�

意
　
見
　
書�

　
郵
政
事
業
民
営
化
に
関
す

る
意
見
書
、
平
成
１７
年
度
地

方
交
付
税
所
要
総
額
確
保
に

関
す
る
意
見
書
、
北
朝
鮮
に

よ
る
日
本
人
拉
致
事
件
の
早

期
全
面
解
決
を
求
め
る
意
見
書
、

Ｗ
Ｔ
Ｏ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
交
渉
に
関

す
る
意
見
書
、
「
食
料
・
農
業
・

農
村
基
本
計
画
」
見
直
し
に

関
す
る
意
見
書
を
可
決
し
、

関
係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。�

�

一
　
般
　
質
　
問�

　
一
般
質
問
は
１３
名
の
議
員

か
ら
、
東
温
市
の
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
、
過
疎
地
対
策

に
つ
い
て
、
地
場
産
業
の
育

成
に
つ
い
て
、
災
害
・
防
災

対
策
に
つ
い
て
、
食
教
育
の

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

川
内
支
所
事
務
機
能
拡
充
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
、
自
然

観
察
会
の
実
施
と
市
民
協
働

に
つ
い
て
、
小
学
校
入
学
前

ま
で
の
子
供
の
医
療
費
の
完

全
無
料
化
に
つ
い
て
、
防
犯

ブ
ザ
ー
の
無
償
貸
与
に
つ
い
て
、

今
後
の
東
温
市
に
お
け
る
公
平
・

公
正
の
行
政
に
つ
い
て
、
ふ

る
さ
と
交
流
館
の
朝
湯
の
復

活
に
つ
い
て
、
南
海
地
震
の

備
え
に
つ
い
て
、
職
員
の
意

識
改
革
に
つ
い
て
等
様
々
な

質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

�

12月定例会報告�
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��

　
児
童
手
当
は
、
現
在
、
小
学
校
３
年

生
ま
で
の
児
童
（
９
歳
到
達
後
の
年
度

末
）
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ

ま
す
。�

手
当
の
額
は
、
第
１
子
及
び
第
２
子
に

つ
い
て
は
、
月
額
５
千
円
、
第
３
子
以

降
に
つ
い
て
は
月
額
１
万
円
で
す
。�

　
手
当
は
原
則
と
し
て
、
２
月
、
６
月
、

１０
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
認
定
請
求
し
た
日

の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
、
支
給
事
由

の
消
滅
し
た
日
の
月
で
終
わ
り
ま
す
。�

　
な
お
、
所
得
が
一
定
以
上
あ
る
場
合

に
は
、
所
得
制
限
限
度
額
に
よ
り
児
童

手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。�

　
認
定
請
求
は
、
随
時
、
市
役
所
社
会

福
祉
課
で
受
付
け
て
い
ま
す
。�

※
公
務
員
の
方
は
、
職
場
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
　�

（
郵
便
局
、
国
立
大
学
、
国
立
病
院
等

は
市
役
所
で
受
付
け
ま
す
）�

※
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対

象
配
偶
者
又
は
老
人
扶
養
親
族
が
あ

る
場
合
は
、
限
度
額
に
１
人
に
つ
き

６
万
円
を
加
算
す
る
。�

※
扶
養
親
族
数
が
６
人
以
上
の
場
合
は
、

限
度
額
に
１
人
に
つ
き
３８
万
円
を
加

算
す
る
。�

※
特
例
給
付
と
は
厚
生
年
金
等
の
受
給

者
を
言
い
ま
す
。�

��

　
２０
歳
未
満
で
次
の
よ
う
な
障
害
が
あ

る
児
童
を
養
育
、
ま
た
は
監
護
し
て
い

る
父
母
ま
た
は
養
育
者
に
対
し
、
支
給

さ
れ
ま
す
。�

【
手
当
の
対
象
と
な
る
児
童
】�

①
精
神
の
発
達
が
遅
れ
て
い
る
た
め
、

常
時
介
護
が
必
要
な
児
童�

②
身
体
に
重
度
の
障
害
ま
た
は
長
期
の

安
静
が
必
要
な
児
童�

③
精
神
病
な
ど
で
日
常
生
活
に
常
時
の

介
護
が
必
要
な
児
童�

【
手
当
の
月
額（
児
童
一
人
）】�

　
　
１
級
　
５
０
，９
０
０
円�

　
　
２
級
　
３
３
，９
０
０
円�

���

　
一
定
以
上
の
障
害
を
有
し
、
日
常
生

活
に
お
い
て
、
い
つ
も
特
別
な
介
護
を

必
要
と
し
て
い
る
２０
歳
以
上
の
者
に
対

し
、
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設

等
に
入
所
、
ま
た
は
医
療
機
関
に
３
ヶ

月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
者
は
除
か

れ
ま
す
。�

【
手
当
月
額
】�

　
　
２
６
，５
２
０
円�

���

　
一
定
以
上
の
障
害
を
有
し
、
日
常
生

活
に
お
い
て
、
い
つ
も
介
護
を
必
要
と

し
て
い
る
２０
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
、

支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
児
童
は
除
か
れ
ま
す
。�

【
手
当
月
額
】�

　
　
１
４
，４
３
０
円�

��

各手当に共通する事項�
�
所得制限があります。前年
分の本人及び扶養義務者な
どの所得が、一定以上の人
は支給が停止されます。�
�
問い合わせ先�
市役所社会福祉課�
Tel ９６４-４４０６（直通）�

●　　　　平成１６年度　所得制限限度額表　　　　●�

扶養親族数別所得制限限度額�

扶養親族数�

0人�

1人�

2人�

3人�

4人�

5人�

児童手当�

301万円�

339万円�

377万円�

415万円�

453万円�

491万円�

特例給付�

460万円�

498万円�

536万円�

574万円�

612万円�

650万円�

各
種
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か

各
種
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か�

各
種
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か�
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と き�
１６（水）�
１７（木）�
１８（金）�
２１（月）�
２２（火）�
２３（水）�
２４（木）�
２５（金）�
�
２８（月）�
  １（火）�
　２（水）�
　３（木）�
　４（金）�
�
　７（月）�
　８（火）�
　９（水）�
１０（木）�
１１（金）�
１４（月）�
１５（火）�

山之内・横河原・北方�
樋口・北方・松瀬川�
志津川・松瀬川�
志津川・吉久�
西岡・南方�
見奈良・南方�
田窪北・三内�
田窪南・三内�
�
牛渕（旧県道より北）      北方・松瀬川�
牛渕（旧県道より南）      南方・吉久�
南野田・牛渕団地・播磨台 三内�
北野田・野田・上樋         三内�
下林（宮之段・西之谷を除く）  旧川内町全域�
 �
下林（宮之段・西之谷）・上村・旧川内町全域�
上林・旧川内町全域�
�
�
予備日（指定日に相談できなかった人） 

申告相談会場� 本 庁 �

申告相談会場� 本 庁 �

申告相談会場� 本 庁 �川内支所�

指

定

地

区

�

2

月

�

3

月

�

指
定
地
区

�

指

定

地

区

�

■ 市県民税相談 ■�
　市県民税の申告は、平成１６年中の所得を平成１７年
１月１日に居住していた市町村に３月１５日までに提
出することになっています。申告書を正しく記入し
ていただくために、次の日程表のとおり、職員が相
談に応じますので受付時間内にお越しください。な
お、所得税の確定申告をされた方は､市県民税の申告
をする必要はありません。�
　受付時間は９時から１５時までです。�

　今年度の申告相談は２月１６日から２月２５日（土日
を除く）と３月７日から３月１５日（土日を除く）の間は
東温市役所（本庁）４階大会議室で実施します。また、
２月２８日から３月４日の間の申告相談は、旧重信町（指
定地区）は本庁（４階大会議室）で、旧川内町（指定
地区）は川内支所（第一別館第３会議室）で実施しま
すが、その間、本庁は旧重信町（指定地区）分、川内
支所は旧川内町（指定地区）分の申告相談しかでき
ませんので、ご了承ください。�

　営業（青色）の方並びに平成１６年中の譲渡所得（分離）
により所得税の納付が必要な方は、税務署で期間内
に確定申告相談を行ってください。�
※駐車場は庁舎隣接西駐車場をご利用ください。�
�

○松山税務署からのお知らせ�
　平成１６年分の所得税の確定申告の税務署窓口での相談
及び申告書の受付は、２月１６日（水）からとなっています。
税務署の閉庁日（土･日･祝祭日等）は税務署での相談及
び申告書の受付は行っておりませんが、申告書は郵送又
は税務署時間外収受箱に投函することにより提出するこ
とができます。なお、松山税務署では、確定申告期間中、
２月２０日・２７日に限り日曜日も、申告相談及び申告書の受付を行います。�
○申告書は自分で書いてお早めに！�
・確定申告は難しいものではありません。「所得税の確定申告の手引き」を参考にチャレンジしてみましょう。�
・申告書は、わざわざ税務署まで持参しなくても郵送で提出できます。�
・早めにご自分で作成し、郵送で提出することをお勧めします。�
・国税庁のホ－ムペ－ジにアクセスすることで、所得税の確定申告書を作成することができます。�
・国税庁ホ－ムペ－ジアドレス　http://www.nta.go.jp�
○申告書はホ－ムペ－ジから入手！�
　申告用紙は、税務署・市町村役場に備え付けてありますが、国税庁ホ－ムペ－ジからも各種用紙をダウン
ロ－ドできますのでご利用ください。　�
○にせ税理士にご用心�
　税理士は、税理士会員章（バッジ）を必ず着用しています。まずは、税理士であることを確かめて相談し
ましょう。営業（青色）、譲渡所得等の方は税務署で納税相談されますようお願いします。�

確定申告�確定申告�
申告と納税は�

2月16日（水）～3月15日（火）�

各
種
手
当
を
ご
存
じ
で
す
か�

問い合わせ先　松山税務署　個人課税部門（Tel ９４１-９１２１）�
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●
入
園
資
格
　�

・
東
温
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

在
住
し
て
い
る
幼
児
。�

・
平
成
１７
年
３
月
３１
日
ま
で

に
転
入
す
る
見
込
み
の
幼

児
。�

●
3
年
保
育
（
3
歳
児
）�

・
平
成
１３
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
１４
年
４
月
１
日
の
間

に
生
ま
れ
た
幼
児
。�

・
重
信
幼
稚
園
・
北
吉
井
幼

稚
園
・
川
上
幼
稚
園
・
東

谷
幼
稚
園
・
西
谷
幼
稚
園

（
す
べ
て
若
干
名
）�

●
諸
費
用
（
平
成
16
年
度
）�

・
入
園
料
（
入
園
時
）�

　
５
千
円�

・
保
育
料
（
月
　
額
）�

　
４
千
円�

・
そ
の
他
の
諸
費
　�

　
給
食
費
等�

●
入
園
申
し
込
み
方
法�

各
幼
稚
園
に
あ
る
入
園
願

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、幼
稚
園
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。�

●
受
付
期
間
　�

平
成
１７
年
３
月
１
日
か
ら

３
月
２３
日
ま
で
の
開
園
時

間（
８
時
３０
分
〜
１７
時
）�

�

■加入資格�
東温市に住民票のある方�
（平成１７年４月１日現在）�
但し、学生等で東温市に住民票がない方で
も扶養義務者が加入される場合は加入でき
ます。�
■共済掛金�
一　　　般　　６００円�
（平成２年４月１日生以前）�
中学生以下　　２５０円　�
（平成２年４月２日生以降）　�
※平成１７年３月に卒業の中学生は一般扱い
　になります。�
■共済期間�
　平成１７年４月１日から�
　平成１８年３月３１日まで�
中途加入の場合は、掛金納入の翌日から平
成１８年３月３１日まで�

■受　　付�
自治区の各組長、または市役所社会福祉課・
川内支所で受付けます。�
■時　　効�
平成1７年４月１日以後の事故に対する見舞
金の請求期限は、災害を受けた日の翌日か
ら２年以内です。�
�

●詳しくは次のところまでお問い合せください。�
重信幼稚園 T e l ９６４ー３０９２�
北吉井幼稚園 T e l ９６４ー５９５２�
川上幼稚園 T e l ９６６ー３７５５�
東谷幼稚園 T e l ９６６ー３７０８�
西谷幼稚園 T e l ９６６ー５８５０�
学校教育課 T e l ９６４ー４４２０�

　市町村交通災害共済は不幸にして交通災害
にあったとき、少しの掛金で見舞金を受け取
ることができる制度です。�
　車を運転される方はもちろん、特にお年寄り・
お子さんを含め、家族そろって加入されます
ようおすすめします。�

災害見舞金�加入者であれば日本国内どこで起きた
交通事故でも摘要されます。�

１�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

�

100万円�

20万円�

17万5千円�

15万円�

12万5千円�

10万円�

7万5千円�

5万円�

3万円�

1万円�

�

死　　　亡�

医師の治療実日数�
360日以上の傷害�

医師の治療実日数�
180日以上360日未満の傷害�

医師の治療実日数�
96日以上180日未満の傷害�

医師の治療実日数�
80日以上96日未満の傷害�

医師の実治療日数�
64日以上80日未満の傷害�

医師の治療実日数�
48日以上64日未満の傷害�

医師の治療実日数�
32日以上48日未満の傷害�

医師の治療実日数�
16日以上32日未満の傷害�

医師の治療実日数�
7日以上16日未満の傷害�

等 級� 金　額�災　害　の　程　度�

平
成
17
年
度
�

あなたも・・・�
交通災害共済に�
加入しませんか�

あなたも・・・�
交通災害共済に�
加入しませんか�

あなたの医療費をサポートします！�あなたの医療費をサポートします！�
〜
募
集
年
齢
は
3
歳
児
が
対
象
で
す
〜
�
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　東温市では、体の不自由な方の経済的負担軽減
や子どもの健全育成などを目的として、医療費の
助成を行っています。�
　医療費の助成とは、病気やけがなどで医療機関
にかかった場合、保険診療分の自己負担を助成す
るものです。�
　医療費の助成を受けるためには、まず受給資格
の認定を受ける必要があります。医療費の助成を
希望する場合は、保険年金課へ申請してください。�

※父子家庭医療費助成制度は、旧川内町には無かった制度です。�

申請をすれば、あとで払い戻しされます！�
【国民健康保険の療養費支給】�
　次のような場合、後日申請し認められれば、保険給付分が払い戻されます。�

詳しくは市役所保険年金課（Tel ９６４ー４４０８）までお問い合わせください。�

■医療費助成制度表�

■国民健康保険の療養費支給表�

区　　分�

重度心身障害者�
医療費�

・1級または2級の身体障害者手帳
の交付を受けている人�

・ＡまたはＡ相当の療育手帳の交付
を受けている人�

1. 健康保険証�
2. 認印�
3. 身体障害者手帳・�
    療育手帳�

・県内の病院などにかかると
きは、健康保険証と医療受
給者証を提示し、診療を受
けます。医療費の自己負担
相当額を助成します（窓口で
自己負担相当額を支払わな
くてかまいません）。ただし、
入院時の食事代や保険外の
費用は除きます。�
・県外の病院などにかかると
きは、病院等の窓口で自己
負担相当額を支払い、市役
所で払い戻しの申請をして
いただいた場合に、自己負
担相当額を助成します。�

・病院等の窓口で自己負担相
当額を支払い、市役所で払
い戻しの申請をしていただ
いた場合に、自己負担相当
額を助成します。ただし、入
院時の食事代など保険外の
費用は除きます。�

1. 健康保険証�
2. 認印�
3. 戸籍謄本�
4. 住民票の写し�
5. 市外から転入した�
    場合は前住所地の�
    所得課税証明�
�

1. 健康保険証�
2. 認印�
�

・3歳に達した月の末日までの乳幼児�
・3歳に達した月の翌月から就学
前までの乳幼児（平成14年4月
から入院のみ助成）�

・母子家庭の母および20歳未満の子�
・母子家庭の20歳以上の子で、引き
続き大学等に就学中の人�
・準母子家庭（祖母と孫、姉と妹弟）、
父母のいない20歳未満の子供�

�
※ 所得制限があります。�
�
・父子家庭の父および18歳未満の子�
・父子家庭の引き続き18歳以上の子
で、大学等に就学中の人�
・準父子家庭（祖父と孫、兄と妹弟）�
�
※ 所得制限があります。�
�

乳幼児医療費�

母子家庭医療費�

父子家庭医療費�

対　　象　　者� 申請に必要なもの�

区　　　　　　分�

急病などでやむをえず保険証を持参せず治療をうけたとき�

コルセットなど治療上必要な補装具を購入したとき�

柔道整復師に施術をうけたとき�

治療上必要な、はり・きゅう・マッサージなどをうけたとき�

海外旅行中などに国外で治療をうけたとき�

生血を輸血したとき（親族以外に限る）�

診療内容の明細書・領収書�

補装具を必要とした医師の証明書・領収書�

施術内容と費用の明細がわかる領収書�

医師の同意書・施術内容と費用の明細がわかる領収書�

診療内容の明細書・明細のわかる領収書（日本語の翻訳書が必要です。）�

医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書�

申請に必要なもの（印鑑と保険証は必ずご持参ください）�

受診の方法�

あなたの医療費をサポートします！�あなたの医療費をサポートします！�あなたの医療費をサポートします！�
～ご存じですか？東温市の医療費助成制度～�
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終日規制�

毎日規制�

混雑状況により�
一般車両交通規制�

N

椿神社�

は
な
み
ず
き
通
り�

千
舟
古
川
線�

至市駅前�

至
川
内
Ｉ
Ｃ�

至高知�
至伊予I.C

南環状線�

国
道
33
号
線�

高速松山道�

県道伊予川内線�

国道11号線�

小　坂�
交差点�天　山�

交差点�

越　智�
交差点�

古　川�
交差点� 松山南�

警察署�生協�
松山I.C

56
号線
�

�����

平
成
　
年
火
災
・
救
急�

　
　
　
　
救
助
活
動
報
告�

　
昨
年
は
、
全
国
的
に
地
震
・

風
水
害
等
の
大
規
模
な
災
害

が
起
こ
り
ま
し
た
。�

　
東
温
市
内
で
も
、
台
風
に

伴
う
自
然
災
害
や
、
住
民
の

安
全
・
安
心
を
脅
か
す
災
害

が
相
次
い
で
発
生
し
ま
し
た
。

特
に
、
救
急
出
場
件
数
は
過

去
最
高
を
記
録
し
ま
し
た
。�

�

●
火
　
災�

火
災
種
別
は
、
建
物
３
件
、�

車
両
１
件
、
そ
の
他
４
件
。�

警
戒
出
場
（
軽
微
な
火
災
）

件
数
は
、
２１
件
で
す
。�

●
救
　
急�

救
急
種
別
は
、
急
病
６
５
３

件
、
交
通
事
故
２
０
９
件
、

一
般
負
傷
１
９
４
件
、
そ
の

他
１
７
６
件
。
搬
送
人
員
は
、

１
２
０
９
人
で
す
。�

�
���������

●
救
　
助�

救
助
種
別
は
、
交
通
事
故
３５

件
、
そ
の
他
６
件
、
建
物
１

件
、
風
水
害
１
件
、
機
械
１

件
で
す
。�

�
����

椿
祭
り
の�交

通
規
制
に
つ
い
て�

●
交
通
規
制
の
日
時
・
場
所�

・
椿
参
道
（
越
智
交
差
点
か
ら

は
な
み
ず
き
通
り
交
差
点
）�

２
月
１４
日
（月）
午
後
１
時
か
ら

２
月
１７
日
（木）
午
後
１１
時
ま
で�

 

終
日
規
制�

�

・
椿
参
道
と
交
差

す
る
南
北
の
道

路（
規
制
開
始
地

点
に
標
識
あ
り
）�

２
月
１５
日
（火）
か

ら
２
月
１７
日
（木）

ま
で
の
午
前
１０

時
〜
午
後
１１
時

ま
で�

 

毎
日
規
制�

�※
は
な
み
ず
き
通
り

か
ら
古
川
交
差
点

の
間
は
、
混
雑
状

態
に
よ
り
一
時
的

に
路
線
バ
ス
以
外

の
車
両
を
規
制
し

ま
す
。�

●
参
拝
は
公
共
輸
送
機
関
で�

周
辺
道
路
は
渋
滞
し
ま
す
の

で
、
マ
イ
カ
ー
は
自
粛
し
公

共
輸
送
機
関
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。�

�

●
駐
車
禁
止�

周
辺
道
路
は
駐
車
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
仮
設
駐
車
場
等
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。�

平
成
16
年
火
災
発
生
件
数
8
件�

25�

20�

15�

10�

5�

0
H12

火災発生件数�

警戒出場�

H13 H14 H15 H16

12�

16

10�

13

11�

18

15�

17

8�

21

平
成
16
年
救
急
出
場
件
数
1,
2
3
2
件�

1,250�

1,200�

1,150�

1,100�

1,050�

1,000�

950�

900 H12

出場件数�

搬送人員�

H13 H14 H15 H16

1,071�

1,063

1,040�

1,035

1,051�

1,039

1,131�

1,130

1,232�

1,209出場件数�

平
成
16
年
救
助
出
場
件
数
44
件�

60�

50�

40�

30�

20�

10�

0
H12�

47

H13�

30

H14�

48

H15�

39

H16�

44

スポットニュース�スポットニュース�
市役所からのお知らせ�


